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事例１２ ㈱第四銀行及び㈱北越銀行による共同株式移転 

第１ 当事会社 

株式会社第四銀行（法人番号7110001000007）（以下「第四銀行」といい，同社と既に結合

関係が形成されている企業の集団を「第四銀行グループ」という。）及び株式会社北越銀行

（法人番号9110001023146）（以下「北越銀行」といい，同社と既に結合関係が形成されてい

る企業の集団を「北越銀行グループ」という。また，第四銀行及び北越銀行を併せて「当事

会社」，第四銀行グループ及び北越銀行グループを併せて「当事会社グループ」という。）

は，銀行業を営む会社である。 

第２ 本件の概要及び関係法条 

本件は，当事会社が，共同株式移転の方法により，両者の事業を統合すること（以下「本

件統合」という。）を計画しているものである。 

関係法条は，独占禁止法第１５条の３である。 

第３ 本件審査の経緯等 

１ 本件審査の経緯 

当事会社は，平成２９年３月以降，本件統合が競争を実質的に制限することとはならない

と考える旨の意見書及び資料を自主的に公正取引委員会に提出し，当委員会は，当事会社の

求めに応じて，当事会社との間で数次にわたり会合を持った。その後，同年６月２０日に当

事会社から，独占禁止法の規定に基づき本件統合に係る共同株式移転の計画届出書が提出さ

れたため，当委員会はこれを受理し，第１次審査を開始した。当委員会は，上記計画届出書

その他の当事会社から提出された資料のほか，競争事業者，需要者等に対するヒアリングの

結果等を踏まえつつ，第１次審査を進めた結果，より詳細な審査が必要であると認められた

ことから，同年７月１９日に当事会社に対し報告等の要請を行い，第２次審査を開始すると

ともに，同日，第２次審査を開始したこと及び第三者からの意見書を受け付けることを公表

した。 

第２次審査において，当委員会は，当事会社の求めに応じて，当事会社との間で数次にわ

たり会合を持ち，論点等の説明及び議論を行った。また，当事会社から順次提出された報告

等のほか，競争事業者，需要者等に対するヒアリング及び需要者アンケート1の結果等を踏ま

えて，本件統合が競争に与える影響について審査を進めた。 

なお，当事会社に対する報告等の要請については，平成２９年１２月６日に提出された報

告等をもって，全ての報告等が提出された。 

1 新潟県における需要者の実際の借入状況や金融機関の利用に関する認識等を広く把握するため，新潟県に所在

する需要者のうち約６，９００社に対しアンケート調査を実施した（有効回答率は約５０％）。 
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２ 審査結果の概要 

公正取引委員会は，当事会社グループが競合関係に立つ取引分野のうち，特に，本件統合

による競争上の影響が最も大きいと考えられる「事業性貸出し」については，本件統合によ

り中小企業を中心とする需要者にとって借入先に係る十分な選択肢が確保できなくなるよう

な状況になり，競争を実質的に制限することとなるかどうかという観点から，重点的に審査

を行った。その結果，後記第４及び第５に詳述のとおり，本件統合により一定の取引分野に

おける競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 

なお，非事業性貸出しや預金等，事業性貸出し以外の取引分野については，当事会社に対

する牽制力として機能する競争事業者が複数存在する等の事情が認められることから，いず

れも本件統合により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判

断した。 

第４ 事業性貸出しに係る一定の取引分野 

１ 役務範囲 

(1) 事業性貸出しと非事業性貸出し 

当事会社を含む金融機関が行う資金の貸付け等のいわゆる貸出業務は，事業者を対象と

する事業性貸出しと一般消費者を対象とする非事業性貸出しとに大別される。事業性貸出

しは事業者が運転資金や設備資金等の事業に必要な資金を調達するものであるのに対し，

非事業性貸出しは一般消費者が住宅や教育等の消費生活に必要な資金を調達するものであ

り，両者は需要者が異なるとともに用途が異なる。このため，両者は需要者にとっての代

替性が認められない。 

また，事業性貸出しは個々の需要者の事業や財務の状況等に応じて貸出条件を設定する

必要があるため，金融機関には定期的に事業者を訪問しながら信用状況に係る情報等を収

集，評価し，貸出条件に反映させるための専門性のほか，拠点となる店舗や一定規模の営

業人員が必要となる。一方，非事業性貸出しはあらかじめ一定の貸出条件が設定され，貸

出審査を保証会社による審査に依拠する場合も多いため，事業性貸出しに求められるよう

な専門性や店舗，人員等の体制までは必要とならない。このため，両者は供給者にとって

の代替性も限定的である。 

したがって，「事業性貸出し」及び「非事業性貸出し」は，それぞれ別の役務範囲として

画定した。 

(2) 事業性貸出しの役務範囲 

当事会社は，地方銀行であり，大企業・中堅企業，中小企業2及び地方公共団体に対して

事業性貸出しを行っているが，これら需要者は，その事業規模，事業を展開する範囲，事

2 中小企業基本法第２条第１項の規定を踏まえ，製造業等については資本金の額等が３億円以下又は従業員数が3

00人以下，卸売業については資本金の額等が１億円以下又は従業員数が100人以下，サービス業については資本

金の額等が５千万円以下又は従業員数が100人以下，小売業については資本金の額等が５千万円以下又は従業員

数が50人以下の会社等を「中小企業」とし，これに該当しない会社等を「大企業・中堅企業」とした。 
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業の性質等が異なるため，借入金額や取引方法等が異なる。また，借入先である金融機関

の業態によって貸出対象者に係る制限が異なることから，取引を行う金融機関が異なる。

このように，事業性貸出しについては，取引の相手方によって取引の実態が異なっている

ため，「大企業・中堅企業向け貸出し」，「中小企業向け貸出し」及び「地方公共団体向け

貸出し」を別の役務範囲として画定した。 

新潟県における大企業・中堅企業向け貸出しの市場規模は約４千億円，中小企業向け貸

出しの市場規模は約２兆５千億円，地方公共団体向け貸出しの市場規模は約１兆３千億円

である。 

上記３つの役務範囲のうち，地方公共団体向け貸出しについては，新潟県においては基

本的に入札や公募の手続により借入先の金融機関が選択されており，本件統合後も当事会

社を含む複数の金融機関の間で従前どおりの競争が行われると認められることから，本件

統合により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

以下，大企業・中堅企業向け貸出し及び中小企業向け貸出しについて詳述する。 

(3) 競争事業者の範囲 

ア 大企業・中堅企業向け貸出し 

大企業・中堅企業は，事業規模が比較的大きく，多額の資金を必要とすることから，

借入金額が比較的大きい傾向にある。この点，銀行については，貸出対象者の規模，業

種等に関する法令上の制限がなく，大口信用供与規制による貸出限度額も大きいため，

大企業・中堅企業は，各銀行を代替的な借入先とすることが可能である3。 

一方，農業協同組合等（以下「農協等」という。）については，法令等により，基本的

に貸出対象者が農業者等に限られている。株式会社日本政策投資銀行（以下「ＤＢＪ」

という。）については，長期かつ多額の事業資金を必要とする場合に，民間金融機関か

らの資金調達を補完する目的で利用されている。このため，大企業・中堅企業が，農協

等及びＤＢＪを代替的な借入先とすることができる場合は限られている。 

また，信用金庫，信用組合，株式会社商工組合中央金庫（以下「商工中金」という。）

及び株式会社日本政策金融公庫（以下「日本公庫」という。）については，法令等によ

り，貸出対象者が基本的に中小企業に限られていることから，大企業・中堅企業は，こ

れらの金融機関を代替的な借入先とすることができない。 

さらに，後記イの中小企業向け貸出しを含め，いわゆるフィンテック企業やクラウド

ファンディングによるものなど，従来の金融機関からの借入れ以外の新たな方法による

借入れの実績は確認できず，当面競争圧力として働くほど増加することも見込まれない。 

したがって，大企業・中堅企業向け貸出しの競争事業者の範囲は銀行とし，農協等及

びＤＢＪについては，隣接市場からの競争圧力として検討を行った。 

イ 中小企業向け貸出し 

3 新潟県内においては，インターネットや電話などの通信端末を介した取引を中心とする，いわゆるネット銀行

による後記イの中小企業向け貸出しを含む事業性貸出しの実績は確認できなかった。 
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中小企業は，事業規模が比較的小さく，借入金額も比較的小さい傾向にある。この点，

銀行のほか信用金庫及び信用組合についても中小企業は貸出対象者となるため，中小企

業は，銀行，信用金庫及び信用組合を代替的な借入先とすることが可能である。 

一方，農協等は，前記アのとおり，貸出対象者が基本的に農業者等に限られている。

また，商工中金及び日本公庫は，政府系金融機関として，法令等に基づき，基本的に民

業補完の観点から民間金融機関から借り入れることが困難な事業者を貸出対象としてお

り，需要者も，資金需要の性質に応じて民間金融機関とこれらの政府系金融機関を使い

分けている。このため，中小企業が，農協等，商工中金及び日本公庫を代替的な借入先

とすることができる場合は限られている。 

したがって，中小企業向け貸出しの競争事業者の範囲は銀行，信用金庫及び信用組合

とし，農協等，商工中金及び日本公庫については，隣接市場からの競争圧力として検討

を行った。 

２ 地理的範囲 

当事会社は，大企業・中堅企業向け貸出しと中小企業向け貸出しを分けず，地理的範囲を

「新潟県」として画定することが適当と主張し，より詳細に地域を分けて審査を行う場合に

は，需要者が経済活動等を行う範囲の実態を踏まえて，「村上」，「新潟」，「三条」，「長

岡」，「柏崎」，「十日町」，「魚沼」，「上越」，「糸魚川」及び「佐渡」という１０の経

済圏に分けることも考えられると説明した。この点について，公正取引委員会は，大企業・

中堅企業向け貸出し及び中小企業向け貸出しそれぞれについて，以下のとおり地理的範囲を

画定した。 

(1) 大企業・中堅企業向け貸出し 

新潟県に所在する大企業・中堅企業は，新潟県全域において経済活動を行っている者が

多く，需要者アンケートによれば，約４割の大企業・中堅企業が，上記の１０の経済圏を

越える広い範囲において借入先を探すと回答している。また，供給者である銀行は，新潟

県全域において大企業・中堅企業向け貸出しを行うことができる体制や能力を有しており，

実際に，大企業・中堅企業向け貸出しについては，新潟県全域を営業範囲としている。 

一方，新潟県外に所在する銀行の店舗から借入れを行っている大企業・中堅企業は５％

未満にすぎず，県境を越えて競争が行われている実態にはない。 

したがって，大企業・中堅企業向け貸出しに係る地理的範囲を「新潟県」として画定し

た。 

(2) 中小企業向け貸出し 

新潟県に所在する中小企業は，上記の１０の経済圏の中で経済活動を行っている者が多

く，需要者アンケートによれば，約８割の中小企業が，最も遠くても自己が所在する経済

圏内において借入先を探すと回答している。また，供給者である銀行，信用金庫及び信用

組合は，貸出金額が比較的小さい中小企業に対しては，営業，与信管理等にかかるコスト
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の観点から，その店舗の所在地を中心として営業活動を行っている。 

一方，自己が所在する経済圏の外に所在する銀行，信用金庫又は信用組合の店舗から借

入れを行う中小企業は約１割にすぎず，また，新潟県外に所在するこれらの金融機関の店

舗から借入れを行う中小企業はほとんど存在しない。 

したがって，中小企業向け貸出しに係る地理的範囲については，上記の１０の経済圏ご

とに画定した。それぞれの経済圏に含まれる市町村は，下表のとおりである。 

経済圏 経済圏に含まれる市町村 

１ 村上経済圏 村上市，関川村及び粟島浦村 

２ 新潟経済圏 
新潟市，新発田市，五泉市，阿賀野市，胎内市，聖

籠町，田上町及び阿賀町 

３ 三条経済圏 三条市，加茂市，燕市及び弥彦村 

４ 長岡経済圏 長岡市，小千谷市，見附市及び出雲崎町 

５ 柏崎経済圏 柏崎市及び刈羽村 

６ 十日町経済圏 十日町市及び津南町 

７ 魚沼経済圏 魚沼市，南魚沼市及び湯沢町 

８ 上越経済圏 上越市及び妙高市 

９ 糸魚川経済圏 糸魚川市 

１０ 佐渡経済圏 佐渡市 

第５ 事業性貸出しに係る競争の実質的制限についての検討 

１ 大企業・中堅企業向け貸出し 

(1) 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

ア 市場シェア及び競争の状況 

平成２８年度における当事会社の新潟県における大企業・中堅企業向け貸出しの合算

市場シェアは，下表のとおりであり，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しな

い。 



６ 

【大企業・中堅企業向け貸出しの市場シェア】 

順位 金融機関名4 市場シェア5

１ 第四銀行 約４０％

２ 北越銀行 約１５％

３ Ａ 約１５％

４ Ｂ 約１０％

５ Ｃ 約５％

 その他 約１５％

合計 １００％

合算市場シェア・順位：約５５％・第１位 

統合後のＨＨＩ：約３，４００ 

Ｈ Ｈ Ｉ の 増 分 ：約１，３００ 

本件統合前において，当事会社のほかに１３の競争事業者が新潟県に店舗を置いて大

企業・中堅企業向け貸出しを行っているが，このうちＡは本件統合前の北越銀行と同等

の市場シェアを有する。 

本件統合後の当事会社の合算市場シェアは約５５％で第１位となるが，需要者アン

ケートによれば，Ａや他の一部の銀行について，当事会社と代替的な借入先であるとの

回答割合6が高くなっており，大企業・中堅企業はＡや他の一部の銀行を当事会社と一定

程度代替的な借入先であると認識している。また，新潟県においては，大企業・中堅企

業のほとんどが，銀行が積極的に貸出しを行いたいと考える信用度の高い事業者であり，

実際，約半数の大企業・中堅企業が，過去３年以内にＡや他の一部の銀行から勧誘を受

けたとしている。 

以上から，Ａや他の一部の銀行は本件統合後の当事会社に対する牽制力として機能し

ていくものと認められる。 

イ 競争事業者の供給余力 

いずれの競争事業者についても十分な供給余力を有しているほか，競争事業者に対す

るヒアリングによれば，新潟県内の店舗が少ない競争事業者についても，大企業・中堅

企業に対しては新潟県内全域を営業範囲として遠方の需要者にも訪問を行っており，限

られた店舗や人員は，大企業・中堅企業向け貸出しを行う上での制約とはならないとの

ことである。 

したがって，競争事業者は，資金面及び体制面において十分な供給余力を有すると認

められる。 

4 競争事業者については，匿名とするため，任意のアルファベットを用いている。以下同じ。 
5 37.5％以上42.5％未満を「約40％」とするなど，５％単位で記載している。以下同じ。 
6 第四銀行から借入れを行っている需要者に対し，仮に借入れを行った当時に第四銀行がなかったとした場合，

代わりにどの金融機関（北越銀行を含む。）から借入れを行ったと考えられるかについて質問（複数回答可）

し，それぞれの金融機関ごとに，全回答者のうち当該金融機関から借入れを行ったと考えられると回答した者の

割合を集計したもの（北越銀行から借入れを行っている需要者にも，同様の質問を行った。） 
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ウ 小括 

以上から，競争事業者からの圧力が認められる。 

(2) 参入 

銀行は，既に銀行業に係る免許を有しているため，制度上の参入障壁は存在しない。し

かし，競争事業者に対するヒアリングによれば，過去５年間に新潟県内に新たに店舗を設

置した銀行はなく，今後，新店舗の設置を予定する銀行も存在しない。このため，参入圧

力は認められない。 

(3) 隣接市場からの競争圧力 

ア 地理的隣接市場からの競争圧力 

前記第４の２(1)のとおり，実際に新潟県外に所在する銀行の店舗から借入れを行う大

企業・中堅企業は５％未満にすぎないが，需要者アンケートによれば，約１５％の大企

業・中堅企業が，仮に貸出条件が悪化した場合に新たな借入先を探す際には，新潟県外

に所在する銀行の店舗も含めて借入先を探すと回答している。また，前記(1)アのとおり，

新潟県には銀行が積極的に貸出しを行いたいと考える信用度の高い大企業・中堅企業が

多い。 

したがって，新潟県外に所在する銀行の店舗から一定程度の競争圧力が働いていると

認められる。 

イ 農協等からの競争圧力 

農協等は，法令等による一定の制約はあるものの，新潟県においては，当事会社と競

合する大企業・中堅企業にも貸出先を拡大しており，貸出残高も一定規模に及ぶ。 

したがって，農協等から一定程度の競争圧力が働いていると認められる。 

ウ ＤＢＪからの競争圧力 

ＤＢＪは，長期かつ多額の事業資金を必要とする場合に，民間金融機関からの資金調

達を補完する目的で利用されているため，ＤＢＪによる競争圧力は限定的である。 

(4) 需要者にとっての取引先変更7の容易性 

需要者アンケートによれば，本件統合後に当事会社が金利の引上げを行った場合等に当

事会社以外の銀行から借入れを行うことを「検討する」と回答した大企業・中堅企業は約

６割と相当程度存在する。この点，当事会社から借入れを行っている大企業・中堅企業の

うち約６割が，実際に当事会社以外の銀行からも借入れを行っており，特にそのような大

企業・中堅企業にとっては借入先を当事会社以外の銀行に変更することは比較的容易であ

7 当事会社からの借入れを減らし，その減らした分について，現に借入実績のある競争事業者からの借入れを増

やす場合のほか，現に借入実績のない競争事業者から新たに借り入れる場合を含む。以下同じ。 
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ると考えられる。また，前記(1)アのとおり，信用度の高い大企業・中堅企業が多い中で当

事会社以外の銀行が相当程度勧誘を行っており，供給余力も十分であることからすると，

大企業・中堅企業は，取引先を容易に変更することができると認められる。 

(5) 総括 

以上から，需要者にとっての取引先変更の容易性が認められる中，競争事業者からの圧

力が認められることに加え，隣接市場からの競争圧力が一定程度認められることからする

と，本件統合により，大企業・中堅企業にとって借入先に係る十分な選択肢が確保できな

くなるような状況になることはなく，当事会社が，単独行動によって，新潟県における大

企業・中堅企業向け貸出しに関する一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

とはならないと認められる。 

また，第４の１(1)のとおり，事業性貸出しは個々の需要者の事業や財務の状況等に応じ

て個々の需要者ごとに貸出条件が設定されており，競争事業者の行動を予測することは困

難であると考えられることから，本件統合により，当事会社と競争事業者との協調的行動

によって，新潟県における大企業・中堅企業向け貸出しに関する一定の取引分野における

競争を実質的に制限することとはならないと認められる。 

２ 中小企業向け貸出し 

(1) 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

ア 市場シェア及び競争の状況 

平成２８年度における当事会社の各経済圏における中小企業向け貸出しの合算市場

シェアは，後記(ｱ)及び(ｲ)の各表のとおりであり，いずれの経済圏についても水平型企

業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

(ｱ) 本件７経済圏 

下表のとおり，「村上」，「三条」，「柏崎」，「十日町」，「魚沼」，「上越」及

び「糸魚川」の各経済圏（以下「本件７経済圏」という。）においては，それぞれ，１

から２の競争事業者（注）が本件統合前の当事会社の少なくとも一方と同等又はそれ

以上の市場シェアを有している。当該競争事業者は，地方銀行の場合もあれば，各経

済圏を地盤とする信用金庫や信用組合の場合もある。 

（注）村上経済圏のＤ及びＥ，三条経済圏のＧ，柏崎経済圏のＪ，十日町経済圏の

Ｍ，魚沼経済圏のＰ，上越経済圏のＳ及びＴ並びに糸魚川経済圏のＶ 

本件７経済圏において本件統合後の当事会社の合算市場シェアは約４０から５５％

で第１位となるが，需要者アンケートによれば，中小企業は当該競争事業者について，

当事会社相互間と同等又はそれ以上に当事会社と代替的な借入先であると認識してい

る。加えて，同アンケートによれば，約４から６割の中小企業が過去３年以内に当該
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競争事業者から勧誘を受けたとしている。以上から，当該競争事業者は，本件統合後

においても引き続き当事会社に対する牽制力として機能していくものと認められる。 

また，当該競争事業者以外にも一定の市場シェアを有する競争事業者が存在するが，

需要者アンケートによれば，これらの競争事業者の中にも当事会社と代替的な借入先

であるとの回答割合が高く，相当程度勧誘を行っている者が存在するため，そのよう

な競争事業者も本件統合後の当事会社に対する牽制力として一定程度機能していくも

のと認められる。 

【村上経済圏】               【三条経済圏】 

順位 金融機関名 市場シェア  順位 金融機関名 市場シェア 

１ Ｄ 約３０％ １ 第四銀行 約３５％

２ 第四銀行 約３０％ ２ Ｇ 約２０％

３ Ｅ 約１０％ ３ 北越銀行 約１５％

４ 北越銀行 約１０％ ４ Ｈ 約１０％

５ Ｆ 約１０％ ５ Ｉ 約１０％

 その他 約１０％  その他 約１０％

合計 １００％ 合計 １００％

合算市場シェア・順位：約４０％・第１位 合算市場シェア・順位：約４５％・第１位 

統合後のＨＨＩ：約２，８００ 統合後のＨＨＩ：約２，７００ 

Ｈ Ｈ Ｉ の 増 分 ：約７００ Ｈ Ｈ Ｉ の 増 分 ：約８００ 

【柏崎経済圏】               【十日町経済圏】 

順位 金融機関名 市場シェア  順位 金融機関名 市場シェア 

１ 第四銀行 約３０％ １ 第四銀行 約２５％

２ Ｊ 約２５％ ２ Ｍ 約２５％

３ 北越銀行 約２０％ ３ 北越銀行 約２５％

４ Ｋ 約１５％ ４ Ｎ 約２０％

５ Ｌ 約５％ ５ Ｏ 約５％

 その他 約５％  その他 約５％

合計 １００％ 合計 １００％

合算市場シェア・順位：約５５％・第１位 合算市場シェア・順位：約５０％・第１位 

統合後のＨＨＩ：約３，６００  統合後のＨＨＩ：約３，４００ 

Ｈ Ｈ Ｉ の 増 分 ：約１，４００  Ｈ Ｈ Ｉ の 増 分 ：約１，２００ 
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【魚沼経済圏】               【上越経済圏】 

順位 金融機関名 市場シェア  順位 金融機関名 市場シェア 

１ 第四銀行 約３０％ １ 第四銀行 約３５％

２ 北越銀行 約２０％ ２ 北越銀行 約１５％

３ Ｐ 約１５％ ３ Ｓ 約１５％

４ Ｑ 約１０％ ４ Ｔ 約１５％

５ Ｒ 約５％ ５ Ｕ 約１０％

 その他 約２０％  その他 約１０％

合計 １００％ 合計 １００％

合算市場シェア・順位：約５０％・第１位 合算市場シェア・順位：約５０％・第１位 

統合後のＨＨＩ：約３，１００  統合後のＨＨＩ：約２，９００ 

Ｈ Ｈ Ｉ の 増 分 ：約１，２００  Ｈ Ｈ Ｉ の 増 分 ：約１，０００ 

【糸魚川経済圏】 

順位 金融機関名 市場シェア 

１ 北越銀行 約２５％

２ 第四銀行 約２５％

３ Ｖ 約２５％

４ Ｗ 約１０％

５ Ｘ 約５％

 その他 約１０％

合計 １００％

合算市場シェア・順位：約５０％・第１位 

統合後のＨＨＩ：約３，４００ 

Ｈ Ｈ Ｉ の 増 分 ：約１，３００ 

(ｲ) 本件３経済圏 

下表のとおり，「新潟」，「長岡」及び「佐渡」の各経済圏（以下「本件３経済圏」

という。）においては，本件統合前の当事会社の少なくとも一方と同等又はそれ以上

の市場シェアを有する競争事業者は存在しないが，新潟経済圏においてＹ，長岡経済

圏においてＢＢ及びＣＣ，佐渡経済圏においてＥＥ及びＦＦが一定の市場シェアを有

する。需要者アンケートによれば，これらの競争事業者について，当事会社と代替的

な借入先であるとの回答割合が高くなっており，中には当事会社相互間と同等又はそ

れ以上に当事会社と代替的な借入先であると認識されている者もいる。また，同アン

ケートによれば，本件３経済圏それぞれにおいて，半数超の中小企業が過去３年以内

にこれらの競争事業者から勧誘を受けたとしている。 

以上から，これらの競争事業者は本件統合後の当事会社に対する牽制力として一定

程度機能していくものと認められる。 
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【新潟経済圏】               【長岡経済圏】 

順位 金融機関名 市場シェア  順位 金融機関名 市場シェア 

１ 第四銀行 約３５％ １ 北越銀行 約３５％

２ 北越銀行 約２０％ ２ 第四銀行 約２５％

３ Ｙ 約１５％ ３ ＢＢ 約１５％

４ Ｚ 約５％ ４ ＣＣ 約１０％

５ ＡＡ 約５％ ５ ＤＤ 約５％

 その他 約２０％  その他 約１０％

合計 １００％ 合計 １００％

合算市場シェア・順位：約５５％・第１位 合算市場シェア・順位：約６０％・第１位 

統合後のＨＨＩ：約３，５００  統合後のＨＨＩ：約４，１００ 

Ｈ Ｈ Ｉ の 増 分 ：約１，５００  Ｈ Ｈ Ｉ の 増 分 ：約１，８００ 

【佐渡経済圏】 

順位 金融機関名 市場シェア 

１ 第四銀行 約３５％

２ 北越銀行 約２５％

３ ＥＥ 約２０％

４ ＦＦ 約１５％

 その他 約５％

合計 １００％

合算市場シェア・順位：約６０％・第１位 

統合後のＨＨＩ：約４，３００ 

Ｈ Ｈ Ｉ の 増 分 ：約１，８００ 

イ 競争事業者の供給余力 

銀行は，いずれも十分な供給余力を有しており，特定の地域において貸出しを行う信

用金庫及び信用組合についても，基本的に，各経済圏における当事会社の貸出残高と同

等又はそれ以上の供給余力を有している。 

また，競争事業者に対するヒアリングによれば，貸出しの増加に当たり体制面におい

ても特段の問題はないとのことである。 

したがって，競争事業者は，資金面及び体制面において十分な供給余力を有すると認

められる。 

ウ 小括 

以上から，本件７経済圏については競争事業者からの圧力が相当程度認められ，本件

３経済圏については競争事業者からの圧力が一定程度認められる。 
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(2) 参入 

前記１(2)と同様に，参入圧力は認められない。 

(3) 隣接市場からの競争圧力 

ア 地理的隣接市場からの競争圧力 

前記第４の２(2)のとおり，実際に自己の所在する経済圏の外に所在する銀行，信用金

庫及び信用組合の店舗から借入れを行う中小企業は約１割にすぎないが，需要者アン

ケートによれば，各経済圏において，約１０から３０％の中小企業が，仮に貸出条件が

悪化した場合に新たな借入先を探す際には，自己の所在する経済圏の外に所在する銀行，

信用金庫及び信用組合の店舗も含めて借入先を探すと回答している。ただし，自己の所

在する経済圏の外の経済圏においては，前記(1)ア(ｱ)及び(ｲ)のとおり，当事会社が相当

程度の地位を占めているため，自己の所在する経済圏の外に所在する銀行，信用金庫及

び信用組合の店舗からの競争圧力は限定的であると認められる。 

また，前記第４の２(2)のとおり，新潟県外に所在する銀行，信用金庫及び信用組合の

店舗から借入れを行う中小企業はほとんど存在せず，需要者アンケートによれば，仮に

貸出条件が悪化した場合に新たな借入先を探す際に，新潟県外に所在する銀行，信用金

庫及び信用組合の店舗も含めて借入先を探すと回答した中小企業はほとんど存在しない。

したがって，新潟県外に所在する銀行，信用金庫及び信用組合の店舗からの競争圧力が

働いているとは認められない。 

イ 農協等からの競争圧力 

農協等は，中小企業向け貸出しについては，農業者等以外への貸出実績はほとんどな

いため，農業者等以外の幅広い事業者を対象とする中小企業向け貸出しに対する競争圧

力は限定的である。 

ウ 商工中金及び日本公庫からの競争圧力 

前記第４の１(3)イのとおり，商工中金及び日本公庫は，政府系金融機関として，法令

等に基づき，基本的に民業補完の観点から民間金融機関から借り入れることが困難な事

業者を貸出対象としている。また，他の金融機関に対するヒアリングによれば，これら

の政府系金融機関と競合するとしても，設備資金等の一部においてのみであるとのこと

であった。 

この点，第四銀行のデータを用いて，需要者が第四銀行と競合する民間金融機関（銀

行，信用金庫及び信用組合）から借入れを行っている場合に第四銀行が当該需要者に提

示する金利水準と，需要者が政府系金融機関（商工中金及び日本公庫）から借入れを行っ

ている場合に第四銀行が当該需要者に提示する金利水準に有意な差がみられるのかにつ

いて，需要者の信用格付等金利水準に影響を与え得る要因を調整しつつ経済分析を行っ

たが，後者の金利水準の方が統計的に有意に高いという分析結果が得られた。このこと

は，第四銀行と民間金融機関の競合の程度と比較すると，第四銀行と政府系金融機関の

競合の程度が弱いことを示唆するものである。 
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したがって，商工中金及び日本公庫による競争圧力は限定的である。 

(4) 需要者にとっての取引先変更の容易性 

需要者アンケートによれば，本件統合後に当事会社が金利の引上げを行った場合等に当

事会社以外の競争事業者から借入れを行うことを「検討しない」と回答した者は約４分の

１であるのに対して，「検討する」と回答した者は約半数と一定程度存在し，「検討する」

と回答した者の多くが切替先として選択した金融機関は，各経済圏において牽制力となり

得る競争事業者である。この点，当事会社から借入れを行っている中小企業のうち約６割

が，実際に当事会社以外の競争事業者からも借入れを行っており，特にこのような中小企

業にとっては借入先を当事会社以外の競争事業者に変更することは比較的容易であると考

えられる。また，前記(1)ア(ｱ)及び(ｲ)のとおり，本件３経済圏を含む各経済圏において競

争事業者が相当程度勧誘を行っており，供給余力も十分であることからすると，中小企業

は，取引先を一定程度容易に変更することができると認められる。 

(5) 総括 

以上から，各経済圏において需要者にとっての取引先変更の容易性が一定程度認められ

る中，競争事業者からの圧力が，本件７経済圏については相当程度，本件３経済圏につい

ては一定程度認められることからすると，本件統合により，中小企業にとって借入先に係

る十分な選択肢が確保できなくなるような状況になることはなく，当事会社が，単独行動

によって，各経済圏における中小企業向け貸出しに関する一定の取引分野における競争を

実質的に制限することとはならないと認められる。 

また，第４の１(1)のとおり，事業性貸出しは個々の需要者の事業や財務の状況等に応じ

て個々の需要者ごとに貸出条件が設定されており，競争事業者の行動を予測することは困

難であると考えられることから，本件統合により，当事会社と競争事業者との協調的行動

によって，各経済圏における中小企業向け貸出しに関する一定の取引分野における競争を

実質的に制限することとはならないと認められる。 

第６ 結論 

以上から，本件統合により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはな

らないと判断した。 


